
（仮称）宇都宮市公⽂書等管理条例（⾻⼦案）の概要
構 成 内 容

１ ⽬ 的 市⺠共有の知的資源である公⽂書等の管理に関する規範を整備し，市⺠に説明する責務を全うする。
２ 定 義 ○ 条例に規定する⽤語の定義

公⽂書… 実施機関※の職員が職務上作成等した⽂書であって，職員が組織的に⽤いるものとして，当該実施機
関が保有しているもの ※ 市⻑，消防⻑，上下⽔道事業管理者，教育委員会，選挙管理委員会，監査委員，議会等

歴史公⽂書… 公⽂書その他の⽂書のうち，歴史資料として重要な⽂書として，市⻑が別に定める基準に適合す
るもの

特定歴史公⽂書… 歴史公⽂書のうち，以下のもの
⑴ 保存期間が満了したもので，市⻑が引き続き保存するもの及び他の実施機関から市⻑に移管されたもの
⑵ 法⼈その他の団体⼜は個⼈から市⻑に寄贈され，⼜は寄託されたもの

公⽂書等… 公⽂書 及び 特定歴史公⽂書
３ 公⽂書
の管理

○ 現⽤⽂書に関する規定
⽂書の作成，整理，保存，簿冊等管理台帳，保存期間が満了したときの措置，管理状況等の公表，公⽂書管理

規程，出資法⼈等の⽂書の管理，指定管理者の⽂書の管理
４ 特定歴
史公⽂書
の保存，
利⽤等

○ 特定歴史公⽂書に関する規定
特定歴史公⽂書の保存等，特定歴史公⽂書の利⽤請求及びその取扱い，本⼈情報の取扱い，利⽤請求の⼿続，

利⽤請求に対する決定等，利⽤決定等の期限，利⽤の⽅法，費⽤負担，審査請求及び委員会への諮問，利⽤の促
進，実施機関による利⽤の特例，特定歴史公⽂書の廃棄，保存及び利⽤の状況の公表

５ 公⽂書
等管理委
員会

○ 公⽂書等の管理を適正かつ効率的に⾏うために設置する委員会に関する規定
委員会の設置等，委員会の調査権限，意⾒の陳述，意⾒書等の提出，提出資料の写しの送付等，調査審議⼿続

の⾮公開，資料の提出等の求め
６ 雑 則 ○ 研修・委任に関する規定 1



市⺠共有の知的資源・財産である公⽂書について，その管理に関する基本的事項を定めることで，公⽂書の適
正な管理，歴史公⽂書の適切な保存及び利⽤等を図り，市政を適正かつ効率的に運営するとともに，市の諸活動
について現在及び将来の市⺠に説明する責務を全うする。

条例の⽬的

公⽂書の重要性を明確化

歴史公⽂書制度の導⼊

公⽂書等管理委員会の設置
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・ 条例の⽬的に“公⽂書が市⺠共有の知的資源・財産であること”
を記載
⇒ 市⺠の公⽂書への関⼼の向上
⇒ 職員の⽂書作成・保存等に係る責任意識の向上

・ 歴史資料として重要な公⽂書が確実に後世に残るよう“歴史公
⽂書”として選別

・ 保存期間満了後，“特定歴史公⽂書”として永久保存
⇒ 歴史公⽂書の適切な保存と将来にわたる市⺠利⽤の促進

・ 将来にわたり市⺠が公⽂書を確実に利活⽤できるよう公⽂書の
適正な保存や歴史公⽂書制度の適正な運⽤について外部専⾨委員
により審議
⇒ 本市公⽂書の管理に関する信頼性の向上

特 徴 概 要

（仮称）宇都宮市公⽂書等管理条例（⾻⼦案）の特徴



○ 歴史公⽂書制度
・ 歴史資料として重要な公⽂書が確実に後世に残るよう，“歴史公⽂書”として選別・分類
・ 歴史公⽂書は保存期間満了後，“特定歴史公⽂書“として永久保存
・ 特定歴史公⽂書の⽬録の公開等により，将来にわたる市⺠の利⽤を保障
・ 歴史公⽂書の取扱いについて，附属機関である「公⽂書等管理委員会」に諮問

（参考）歴史公⽂書制度の概要

選別・保存等
・ 公⽂書は全て有期限化（永年保存を廃⽌し，最⻑30年とする。）
・ 公⽂書のうち，歴史資料として重要な公⽂書を“歴史公⽂書”に選別
・ 歴史公⽂書は，保存期間満了後，原則，“特定歴史公⽂書”として永久保存
・ 特定歴史公⽂書に該当しない⽂書は，保存期間満了に伴い廃棄（⼜は保存期間を延⻑）

○ 公⽂書の選別・保存等
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利⽤⼿続き 特定歴史公⽂書：公⽂書等管理条例に基づいて⾏政経営課へ利⽤請求
上記以外の公⽂書：情報公開条例に基づいて各課へ公開請求

○ 市⺠の利⽤

基本的な役割 ・ 市⺠利⽤の保障のため公⽂書管理全般について，専⾨的・第三者的な⽴場から調査審議
・ 保存期間満了時における廃棄⽂書及び特定歴史公⽂書の確認

その他の役割 ・ 選別基準の決定・⾒直し ・ 審査請求に関する審議

○ 公⽂書等管理委員会



（参考）歴史公⽂書制度の概要（⽂書のライフサイクルと利⽤⼿続き）

作成・整理 保存・管理 最終確認 廃棄等

公⽂書
公⽂書

特定歴史公⽂書

保存期間延⻑

廃棄

作成の初年度 作成の翌年〜保存期間完了
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【特定歴史公⽂書の利⽤⼿続きのイメージ】

• 条例で定められた⽇数以内に利⽤決定等を受け，
利⽤（閲覧，写しの交付等）

• HP上に公開した⽬録から，利⽤したい簿冊の名称
を検索⽬録検索

• 利⽤請求書に必要事項を記載し⾏政経営課に提出利⽤請求

利⽤決定

【公開する⽬録のイメージ】
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